
年収約270万円未満相当（住民税所得割非課税相当）まで減少した世帯が対象
※都道府県によって、対象となる家計急変事由やその他要件等が異なります。詳しくはお住まい
の都道府県へお問い合わせください。

お問合せ・申込みは、学校またはお住まいの都道府県へ

それぞれ申込みが必要です。

②高校生等奨学給付金（家計急変制度）
※教科書費・教材費など、
授業料以外の教育費支援です。

離職、倒産等による減収などで家計が急変した世帯の方は授業料等の支
援が受けられる可能性があります。

家計急変した専攻科生徒への支援

都道府県の

お問合せ先
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm

①

家計急変事由※（負傷・疾病で就労困難、自己の責めに帰することのできない理由での離職等）が
発生し、世帯年収が約380万円未満相当まで減少した世帯が対象

※対象となる家計急変事由については裏面を参照してください。

お問合せ・申込みは、学校へ

大阪府私立高等学校等専攻科授業料支援金

家計急変支援制度 ※令和５年４月から実施

対象：高等学校等就学支援金の対象校と高校の専攻科（特別支援学校は「特別支援教育就学奨励費」の支援があります）

対象：大阪府内の私立高校の専攻科

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm


①

■ 主な家計急変事由
１．生計維持者（父母等）（以下「生計維持者」）が会社員など被雇用

者の場合
・疾病、負傷により離職・休職し、その後90日以上就労困難
・自己の責めに帰すべき理由によらない離職※
※雇用保険受給資格者証に記載された以下の離職理由コードの離職理由が対象

（例：会社都合の解雇、正当な理由のある自己都合（倒産、妊娠出産育児、父母の扶養、親族の常時
看護等による離職））

大阪府私立高等学校等専攻科授業料支援金

家計急変支援制度の対象となる家計急変事由

２．生計維持者が自営業者などの場合
・疾病、負傷により廃業・休業し、その後90日以上就労困難
・営む事業が債務超過等の状況※となり、その事業を廃止等した場合

※破産手続きの開始（破産法）、特別清算開始の申立て（会社法第511条）、再生手続き開始の申
立て（民事再生法第21条）、更正手続開始の申立て（会社更生法第17条）、金融取引の停止

・妊娠、出産、育児等により事業を廃止し、その後30日以上の就労が
困難な場合

・生計維持者の父母の死亡、疾病・負傷等（90日以上）の
ため、生計維持者の父母を扶養するために事業の廃止を余儀なくさ
れた場合

・常時生計維持者本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等（事業を廃

止し、その後看護を必要とする期間が30日以上、または、常時の介護が必要なもの）のために
事業の廃止を余儀なくされた場合

■ その他の家計急変事由
・被災により就労困難となった場合
※会社役員などについても事業の廃止以外に家計急変理由に該当する
場合がある。

■ 対象とならない場合
定年退職、自己の責めに帰すべき理由による自己都合退職 等
※詳しくはお通いの学校へお問い合わせください。


